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　市の国民健康保険（国保）に加入してい
る皆さんへ、28年度の「国民健康保険税納
税通知書」を７月上旬に発送しました。また、
８月から使える「国民健康保険被保険者証」
を７月下旬に発送します。国民健康保険
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入院時の食事代が
変更になりました

　28年４月１日から、住民税課税世帯
の入院時の食事代は、１食当たり360円
（変更前は260円）になりました。ただ
し、27年４月１日以前から継続して精
神病床に入院している人や、指定難病患
者、小児慢性特定疾病児童は、260円の
ままです。【問】給付係

市は、国保加入者のさらなる健康の保
持増進と疾病予防、医療費の適正化を目
指し、「盛岡市国民健康保険の保険事業
実施計画」を策定。特にも生活習慣病の
人の合併症や、運動機能低下による寝た
きり、要介護になることを予防するため、
訪問保健指導を実施しています。生活習
慣を振り返り、疾患の重症化や合併症を
予防しましょう。
【内容】対象者の自宅を保健師が訪問し
て、健康状態の相談に応じるほか、その
人に合った食事や運動を指導します
【対象】国保加入者で、次のような人に
連絡します。①１カ月に何度も医療機関
を受診している②同じ診療科で複数の病
院に通っている③健診で生活習慣病にな
る危険度が高いと診断された④整骨院や
接骨院で長期の施術を受けている
【問】給付係

訪問保健指導で
生活習慣病悪化を防止

70歳から74歳までの人に、８月１日から使える「国
民健康保険高齢受給者証」を保険証と一緒に送ります。
高齢受給者証の対象は、後期高齢者医療制度に加入して
いない人で①すでに高齢受給者証を
持っている②今年の７月２日から８
月１日までに70歳になる―のいず
れかに該当する人です。
高齢受給者証は自己負担割合を示
す証明書です。医療機関を受診する
ときは、保険証と一緒に提示してく
ださい。【問】給付係

高齢受給者証は
保険証と一緒に送ります
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表 自己負担割合
割合 対象
１割 昭和19年４月１日以前に生まれた人で、３割に該当しない人
２割 昭和19年４月２日以降に生まれた人で、３割に該当しない人

３割
その世帯の70～74歳までの国保加入者が、次に該当する①
住民税の課税所得が145万円以上の人がいる②全員の年収の
合計が520万円以上（１人の場合は383万円以上）
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医療費が高額になるとき、住民税課税世帯の人には「限度額適
用認定証」、住民税非課税世帯の人には「限度額適用・標準負担
額減額認定証」の申請をお勧めします。これらを医療機関へ提示
すると、支払いが１カ月当たりの自己負担限度額までに抑えられ
ます（同じ病院を受診しても、入院と外来の自己負担額はそれぞ
れで計算されます）。また、住民税非課税世帯の場合、入院時の
食事代も減額されます。保険証と印鑑を持参し、健康保険課給付
係か都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課で手続
きをしてください。すでに認定証を持っている人で、８月以降も
認定証が必要なときは、８月１日以降に手続きすると、その月の
１日から有効な認定証をお渡しします。【問】給付係

医療費が高額になるときは
申請を

医療費の一部負担金の免除など
　医療機関の窓口で支払う一部負担金につ
いて免除や減免、助成などを受けられるこ
とがあります。対象は次のいずれかを満た
している人で、申請が必要です。
【問】給付係

【対象】
①東日本大震災で被災した
②災害や事業の休・廃止により収入が激
減した
③収入や預金が生活保護基準より少ない

まずは
　確認しよう！
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４月から、従来の金融機関、コンビニに
加えてゆうちょ銀行（東北６県内に限る）
でも国保税が納付できるようになりました。
納税通知書が届いたら、表の期限までに納
税通知書を持参し、納めてください。なお、
国保加入者全員が65歳から74歳までの世帯
で①世帯主が年額18万円以上の年金を受給
②世帯主の介護保険料と国保税の合計額が
年金受給額の２分の１以下―の全てに該
当する場合、国保税は世帯主の年金から６
回に分けて天引きします。新たに年金から
天引きになる世帯主には、事前に通知しま
す。【問】賦課係

国保税の納付を忘れずに～ゆうちょ銀行でも納付できます

表 28年度の納期限
納期 期限 納期 期限
第１期 ８月１日㈪ 第５期 11月30日㈬
第２期 ８月31日㈬ 第６期 12月26日㈪
第３期 ９月30日㈮ 第７期 来年１月31日㈫
第４期 10月31日㈪ 第８期 来年２月28日㈫

※納期限までに納付しないと、延滞金が加算さ
れるほか、次の措置を受ける場合があります
・通常よりも有効期限が短い「短期被保険者
証」の交付
・滞納処分（財産の差し押さえ）
　　　↓
さらに滞納が続くと、被保険者証に代えて資
格証明書が交付される場合があります。この
場合、医療費の全額を一時的に自己負担する
ことになります

■便利で確実な口座振替

国保税の納付には、便利で確実な口座振
替がお勧め。納税通知書につづり込まれて
いる口座振替依頼書と通帳、金融機関の届
け出印を持参して、金融機関の窓口でお申
し込みください。また、市役所窓口では本人
のキャッシュカードで口座振替の申し込みを
するペイジー口座振替サービスも利用でき
ます。納税義務者本人がキャッシュカードを
持参してお申し込みください。【問】徴収係

■課税される世帯主を変更できます

国保税は、「住民票上の世帯主」が他の
健康保険に加入していても、その世帯主に
課税されます。ただし、届け出により、国
保に加入している人を「国保上の世帯主」
に変更することができます。変更するため
には、国保税を完納していることや住民票
上の世帯主の同意があることなどの条件が

▲国民健康保険税の
納税通知書

あります。【問】給付係

■困ったときは早めに相談を

事情により納付が困難な場合は、早めに
ご相談ください。窓口相談のほか、電話で
も受け付けます。【問】徴収係

国保税の軽減・減免制度があります
　国保税の軽減の対象は、前年の所得が基準に満たない世帯です。軽減
を受けるための申請は不要ですが、市・県民税や所得税の申告がされて
いないと、基準に合うかどうかの判断ができません。所得がない場合も、
必ず申告しましょう。【問】賦課係

■失業者などの軽減や減免

　雇用保険の特定受給資格者＊または特定
理由離職者＊は、申請により国保税が軽減
される場合があります。また、災害や病気
など特別な理由で国保税の納付が困難な場
合も、国保税が減免されることがあります。
減免は納期限前までに申請することが必要
で、納期限が過ぎた期別は減免できません。

■介護保険適用除外施設の入所者へ

　40歳から65歳までの人のうち、法令で
定める介護保険適用除外施設に入所・入院
している人は、国保税の介護納付金分が免
除されます。ただし届出が必要です。

■原子力発電の事故による避難者へ

　東日本大震災により、原子力災害対策特
別措置法の規定に基づく避難や、特定避難
勧奨地点からの避難をしている人は、申請
により国保税が減免になる場合があります。
　

　＊雇用保険受給資格者証の裏面にある離職理
由コードが11、12、21、22、23、31、32、
33、34の人

保険証が届いたら確認しましょう～５つのチェックポイント～

チェック４
有効期限は原則、翌年７月31日ですが、
①後期高齢者医療制度へ移行予定②市外に
住所がある学生で卒業予定年度であるー
のいずれかに該当する場合は、その他の日
付になっていることがあります。また、退
職被保険者証を持っていて、翌年７月１日
以前に65歳になる人がいる世帯には、あ
らためて保険証を送ります。

チェック１
国保の保険証は、１人１枚の紙製のカード
です。氏名の欄に自分の名前が入っている
か確認しましょう。保険証を台紙に貼った
状態で送りますので、届いたら台紙から剥
がして使ってください。

チェック3
社会保険など、他の健康保険に変わったの
に保険証が届いた場合は、国保から抜ける
手続きがされていないからかもしれません。
健康保険課給付係か都南総合支所税務福祉
係、玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ
届け出をしてください。

【表】※保険証はピンク色です

【裏】

チェック２
住民票上の世帯主が国保に加入していない
場合でも、保険証の世帯主氏名の欄には、
住民票上の世帯主の名前が入ります。加入
者全員分の保険証を世帯主へ送ります。

チェック５
裏面の臓器提供意思表示欄の記入は任意で
す。署名する場合は説明をよく読み、ボー
ルペンなど字が消えない筆記具で書いてく
ださい。臓器提供について詳しくは、日本
臓器移植ネットワーク☎0120-78-1069
へお問い合わせください。


